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父母の氏名

父母との続き柄
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新本籍(左の回の氏の人力Kすでに戸籍の筆頭者となっているときは書かないでください）団失の氏

口妻の氏

ニ

婚姻後の夫婦の

~氏．新しい本籍(4)

琴東京都小金井市本町6丁目 6

同居を始めた
とき 平成31 年 1 月 ~ （篭蜜溌鼈館ぅ蕊協砺誰め）(5)

'6） 職婚再婚(目翻 溺婚再婚(目溌I年 月 日） 年 月 日）初婚。再婚の別

閨
函
霊

畠
函
函
畠

農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
企業・個人商店等（官公庁は除く）の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が
1人から99人までの世帯（日々または1年未満の契約の雇用者は5）
3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯（日々または
1年未満の契約の雇用者は5）
1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
仕事をしている者のいない世帯~
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(国勢頂査の竿…平成 竿･･･の4月1日から翌年3月31日までに届出をするときだけ客いて<ださし､】

夫の職業 妻の職業．
夫妻の職業(81

→拳の養父匂氏拓乙雪忠’右焼き衲養女
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記入の涛意

鉛筆や消えやすいインキで書かないでくだぎい。

この届は、あらかじめ用意して、結婚式をあげる日または同居を始める日に出すようにしてください。その日が日曜日や

祝日でも届けることができます。（この場合、宿直等で取扱うので、前日までに、戸籍担当係で下調べをしておいてくだ

さい｡）

届書は、 1通でさしつかえありません。

この届書を本籍地でない役場に出すときは、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が必要ですから、あらかじめ用意して

ください。

証 人

丙川 松子 ~④
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乙山 孝助 ③ ’
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東京都世田谷区若林

4丁目 5’響｝8②
東京都世田谷区若林

番地 ．

4丁目 31 ~③

住 所

東京都
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1丁目

杉並区清水町
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本 籍

｢筆頭者の氏名Jには、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。

□には、あてはまるものに回のようにしるしをつけてください。

外国人と婚姻する人が、まだ戸籍の筆頭者となっていない場合には、新しい戸籍が

つくられますので、希望する本籍を書いてください。

再婚のときは、直前の婚姻について書いてくだきい･

内縁のものはふくまれません。

届け出られた事項は、人口動態調査（統計法に基づく基幹統計調査、厚生労働省所管）にも用いられます。

◎署名は必ず本人が自署してください。

◎印は各自別々の印を押してください。 ．(朱肉で押印できる印鑑をお使いください） ’

◎届出人の印をご持参ください。

○

○

○

○

○

届出人（夫9妻）の戸籍謄本（又は、全部事項証明)~をお持ちください。

届出の際に本人確認を行います。免許証やパスポート等をお持ちください。
証人は、20歳以上の人. (家族’｡友人等）に頼んでください。

結婚する入が20歳末満の場合は、文書による父母の同意が必要です。

住所の異動は､婚姻届とは別にする必要があります。


